
長崎街道・柳町景観形成地区の区域長崎街道・柳町景観形成地区の区域長崎街道・柳町景観形成地区の区域
長崎街道・柳町景観形成地区の区域図は以下のとおりです。

長崎街道・柳町景観形成地区では、建造物等の分類ごとに景観形成基準を定めています。

下の図中の黄色の建造物が該当します。佐賀市の指定文化財です。

より良い景観を創るための基準です。詳細は 6ページに記載しています。

推奨基準に適合する場合には、市の補助制度を活用できます。

下の図中の青色の建造物等が該当します。

歴史的建造物等以外

市・指定文化財

下の図中の橙色の建造物等が該当します。

守るべき基準です。詳細は 5ページに記載しています。

景観形成基準（修景基準）

推奨基準（整備基準）

守るべき基準です。詳細は 7ページに記載しています。

市の補助制度を活用できます。

歴史的建造物等

景観形成基準（修理・保全基準）
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